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平成２５年度 

芦屋市環境保全率先実行計画推進状況（年間実績）の結果について 
 

１ はじめに 

 

「第３次芦屋市環境保全率先実行計画（以下，「率先実行計画」と言う。」は平成２１

年度を基準年度とし，さまざまな取組みを通じて，平成２７年度までの５年間で市の事務

事業からの温室効果ガスの排出量を５％以上削減することを目標に，平成２３年３月に策

定されました。本報告は平成２５年度(４月～翌３月)における率先実行計画の推進状況に

ついて，各所属の環境保全率先実行計画推進員及びエコリーダーからの取組み状況報告に

基づき集約した結果です。 

 

２ 推進状況の把握方法 

 

調査票Ａでは，各所管における日常的な取組み状況及び用紙類の使用（購入）量を，調

査票Ｂでは，各施設における電力，都市ガス，燃料及び上水道の使用量実績を，調査票Ｃ

では，総括的な定額電灯使用量，下水処理量，廃棄物処理量及び車両の燃料使用量と運行

実績について調査し，集約をしました。 
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３ 集計結果 

 

 （１） 温室効果ガス排出量    ＜数値目標：基準（２１）年度比５％以上削減＞ 

 

平成２５年度における本市の事務・事業に係る温室効果ガスの総排出量は，二酸化炭素

換算で約１２，６９６トンであり，基準年度（約１１，９３０トン）と比べ６．４％の増

加となりました。 

増加の主な理由としては，温室効果ガス排出量の大部分を占める電力使用量（排出量の

約７７％），都市ガス使用量（排出量の約２０％）の増加があげられます。 

電力の使用については，平成２５年度も節電の取組みを行い，「本庁舎等」では基準年

度比１１．７％減等，電力の使用量が減少した施設もありましたが，電力使用量の多い

「その他の施設等」や「定額電灯」がそれぞれ基準年度比１７．６％増，１５．７％増と

なっており，全体の電力使用量は基準年度比４．２％増（前年度比０．６％増）となって

います。 

また，都市ガスの使用については，使用量の多い，「学校・園」，「病院」，「その他

の施設等」で基準年度比１０％以上増加しており，全体の都市ガス使用量は基準年度比１

８．０％増（前年度比５．８％増）となっています。 

参考値としての報告になりますが，一般廃棄物焼却，廃プラスチック焼却，下水処理に

よる排出も含めた温室効果ガスの排出量は，約３９，０６７トンとなり，これは基準年度

比３０．０％増，前年度比１７．４％増となっています。 

※一般廃棄物焼却，廃プラスチック焼却，下水処理による温室効果ガスの排出について

は，これらの項目が市内全域の活動に由来する点，排出量が多く且つ年度による増減が大

きく，他の項目の取組みが正しく評価できない点により第３次芦屋市環境保全率先実行計

画より計画対象から除外しました。特に，廃プラスチック焼却による温室効果ガスの排出

量は多く，温室効果ガス排出量の約２／３以上を占めています。 

 

（参考）夏季（７月～９月）における最高気温の階級別日数及び平均気温について 

 平成２５年度は夏季の平均気温が平年を約０．７度上回っており，また，最高気温が

３５℃を超える日が平年の倍以上観測されるなど，平年以上に暑く厳しい夏となりまし

た。 

 
 神戸地方気象台の夏季（７月～９月）における最高気温の階級別日数及び平均気温 

  
最高気温の各階級の日数 

平均気温（℃） 
≧25℃ ≧30℃ ≧35℃ 

平成２１年 90 46 2 26.5 

平成２２年 91 69 7 27.9 

平成２３年 89 61 2 27.2 

平成２４年 91 61 8 27.6 

平成２５年 91 59 7 27.5 

平均（昭和５６～平成２２年） 86 53 3 26.8 

※気象庁気象統計情報より 
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表１ 活動量及び温室効果ガス排出量 

 

活 動 区 分 
単 

位 
活 動 量 

排 出 量 内 訳 (kg) 排出量合計 (t-CO2) 比較（％） 

CO2 CH4 N2O HFC 基準年度 ２４年度 ２５年度 25/21 25/24 

電力使用 kWh 33,155,990 9,747,861 0 0 0 9,357 9,690 9,748 4.2  0.6  

Ａ重油 ㍑ 12,746 34,542 0 0 0 25 33 35 37.7  4.6  

灯油 ㍑ 47,634 118,609 0 0 0 104 117 119 14.2  1.1  

都市ガス m3 1,172,359 2,532,295 0 0 0 2,145 2,393 2,532 18.0  5.8  

ＬＰＧ kg 2,823 8,469 0 0 0 17 9 8 -50.6  -3.9  

車ｶﾞｿﾘﾝ ㍑ 64,263 149,091 0 0 0 147 147 149 1.4  1.1  

車軽油 ㍑ 28,103 72,505 0 0 0 39 73 73 83.9  0.0  

車天然ガス m3 8,537 23,051 0 0 0 72 23 23 -67.8  0.5  

二輪ｶﾞｿﾘﾝ ㍑ 831 1,928 0 0 0 7 3 2 -72.8  -35.1  

車走行 km 498,853 0 8 13 0 4 6 4 -1.8  -29.7  

カーエアコン 台 132 0 0 0 2 3 3 3 0.0  0.0  

笑気ガス kg 0 0 0 0 0 9 0 0 皆減 皆減 

合  計   12,688,352 8 13 2 11,930 12,497 12,696 6.4  1.6  

一般廃棄物焼却 t 32,594 0 31 1,848 0 563 543 574 1.8  5.7  

廃プラ焼却 t 8,719 24,108,035 0 1,482 0 16,317 19,034 24,568 50.6  29.1  

下水処理 m3 18,065,343 0 15,898 2,890 0 1,237 1,215 1,230 -0.6  1.2  

合 計（参考： 

含廃ﾌﾟﾗ・下水） 
  36,796,387 15,937 6,233 2 30,047 33,289 39,067 30.0  17.4  

※ 排出量合計の「基準年度」は平成２１年度の活動量を新排出係数にて再計算したものです。 

※ 「比較」は基準年度（平成２１年度）および前年度（平成２４年度）との比較を算出しています。 

※ 電力の使用からの温室効果ガスの排出係数については，第３次計画の期間中は２１年度の関西電力の実排

出係数「０．２９４（kg-CO2/kWh）」を固定して使用します。 

※ 定額電灯については料金から使用量を算出しているため，平成２５年度上半期の調査から平成２５年５月

からの電気料金の値上げを考慮して計算しています（６０ｋW以上で約９．２％の値上げ）。 
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 （２） エネルギー等使用量 

平成２５年度における主なエネルギー等の使用量は，表２のとおりです。 

電力使用量は基準年度比４．２％増，都市ガス使用量は１８．０％増，上水道使用量は

５．６％増となり，いずれも目標を達成することができませんでした。 

前年度比では電力使用量は０．６％増，都市ガス使用量は５．８％増，上水道使用量は

４．０％増となっています。また，その他の燃料等の使用量は，表３のとおりです。 

 

 表２ 主なエネルギー等使用量 

区    分 単位 ２１年度 ２４年度 ２５年度 基準年度比 前年度比 

電力使用量 kWh 31,825,052  32,958,472  33,155,990  4.2% 0.6% 

都市ガス使用量 m3 993,271  1,108,101  1,172,359  18.0% 5.8% 

上水道使用量 m3 270,405  274,325  285,428  5.6% 4.0% 

 

 表３ その他燃料等使用量 

区    分 単位 ２１年度 ２４年度 ２５年度 基準年度比 前年度比 

Ａ重油 ㍑ 9,259 12,188 12,746 37.7% 4.6% 

灯 油 ㍑ 41,705 47,118 47,634 14.2% 1.1% 

ＬＰＧ Kg 5,718 2,939 2,823 -50.6% -3.9% 

車ガソリン ㍑ 63,361 63,556 64,263 1.4% 1.1% 

車走行 Km 581,278 778,667 498,853 -14.2% -35.9% 

 

 

（参考）温室効果ガス排出量等に関連のある指標 

項  目 単位 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

芦屋市人口※1 人 93,035 93,238 93,760 94,358 94,040 

児童・生徒数※2 人 6,829 6,958 6,974 7,166 7,127 

ごみ焼却量 ㎥ 32012 31,146 31,482 30,844 32,594 

下水処理量 ㎥ 18,169,974 18,838,973 19,028,303 17,850,096 18,065,343 

※1 芦屋市統計の推計人口又は国勢調査人口（各年度 10 月 1日現在） 

 ※2 教育行政要覧市立学校園園児・児童・生徒数を合計したもの（各年度 5月 1 日現在） 
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 ① 電力使用量          ＜数値目標：基準（２１）年度比５％以上削減＞ 

電力使用量は，基準年度比４．２％増，前年度比０．６％増となりました。照明のＬＥ

Ｄ化やお盆閉庁を実施した「本庁舎等」では基準年度比１１．７％減となりましたが，電

力使用量の多い「その他の施設等」，「定額電灯」でそれぞれ基準年度比１７．６％増，

１５．７％増となり，全体の数値を押し上げています。 

「その他の施設等」については，基準年度である平成２１年度以降，新たに保健福祉セ

ンター，潮芦屋交流センター，あしや温泉，公光分庁舎，三条集会所が開設しており，

「その他の施設等」の電力使用量を増加させています。また，道路の公益灯の増設（南芦

屋浜地区等）により定額電灯の電力使用量は増加していますが，公益灯の性質上，電力使

用量を減少させることは難しい状況です。 

また，新設ではありませんが，芦屋病院は平成２４年度に病棟の建て替え・改築を行い，

サービス向上や利用者の増加により電力使用量が増加しています。 

新規施設及び定額電灯を除いた場合の電力の使用量は，基準年度比０．４％減，前年度

比０．１％減となり，緩やかな減少傾向となっています。 

 表４ 施設別電力使用量 

 

 

電力(kWh) 比     較 

２１年度 ２４年度 ２５年度 基準年度比 前年度比 

 本庁舎等 2,020,665  1,758,480  1,784,358  -11.7% 1.5% 

 学校・園 2,764,669  2,894,480  2,826,733  2.2% -2.3% 

 病院 2,684,754  2,667,234  2,779,997  3.5% 4.2% 

 環境処理センター 6,524,823  6,626,302  6,380,058  -2.2% -3.7% 

 下水処理場 7,271,276  6,924,303  7,058,314  -2.9% 1.9% 

 その他の施設等 5,940,991  6,926,298  6,984,999  17.6% 0.8% 

 定額電灯 4,617,874  5,161,375  5,341,531  15.7% 3.5% 

 合   計 31,825,052  32,958,472  33,155,990  4.2% 0.6% 

新規施設及び定額電

灯を除いた使用量 
27,108,963 27,029,602 27,011,607 -0.4% -0.1% 

 図１ 施設別電力使用量グラフ

本庁舎 学校・園 病院
環境処理セ

ンター
下水処理場

その他の施

設等
定額電灯

２１年度 2,020,665 2,764,669 2,684,754 6,524,823 7,271,276 5,940,991 4,617,874

２４年度 1,758,480 2,894,480 2,667,234 6,626,302 6,924,303 6,926,298 5,161,375

２５年度 1,784,358 2,826,733 2,779,997 6,380,058 7,058,314 6,984,999 5,341,531

0
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2,000,000
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4,000,000
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電力使用量(kWh)
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 ② 都市ガス使用量        ＜数値目標：基準（２１）年度比５％以上削減＞ 

都市ガス使用量は，基準年度比１８．０％増，前年度比５．８％増となりました。「本

庁舎等」は基準年度比１９．７％減でしたが，都市ガス使用量の多い「学校・園」，「病

院」，「その他の施設等」が増加しています。 

電力の使用量同様に基準年度である平成２１年度以降に，新規施設が開設されたことに

加え，小学校等で都市ガスを使用するガス空調施設が導入されたことが，都市ガスの使用

量増加の大きな要因と考えられます。また，芦屋病院の使用量が増加している理由として，

平成２４年度の病棟の建て替え・改築工事に伴い，２４時間空調を導入したこと（芦屋病

院の空調は主にガス空調による）が挙げられます。 

新規施設を除いた場合の都市ガスの使用量は，基準年度比１１．０％増，前年度比６．

８％増となり，増加傾向となっています。 

 

 表５ 施設別都市ガス使用量 

 都 市 ガ ス(m3) 比   較 

２１年度 ２４年度 ２５年度 基準年度比 前年度比 

 本庁舎等 64,538 35,309 51,801 -19.7% 46.7% 

 学校・園 241,041 266,821 270,924 12.4% 1.5% 

 病院 262,626 302,675 337,018 28.3% 11.3% 

 環境処理センター 25,987 30,364 28,395 9.3% -6.5% 

 下水処理場 161 5 4 -97.5% -20.0% 

 その他の施設等 398,918 472,927 484,217 21.4% 2.4% 

合   計 993,271 1,108,101 1,172,359 18.0% 5.8% 

新規施設を除いた使

用量 
993,163 1,032,934 1,102,735 11.0% 6.8% 

 

 図２ 施設別都市ガス使用量グラフ 

本庁舎 学校・園 病院
環境処理セ

ンター
下水処理場

その他の施

設等

２１年度 64,538 241,041 262,626 25,987 161 398,918

２４年度 35,309 266,821 302,675 30,364 5 472,927

２５年度 51,801 270,924 337,018 28,395 4 484,217
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 ③ 上水道使用量         ＜数値目標：基準（２１）年度比２％以上削減＞ 

上水道使用量は，基準年度比５．６％増，前年度比４．０％増となりました。使用量の

多い「学校・園」で基準年度比８．１％減など，多くの施設で使用量が減少しましたが，

「その他の施設等」で基準年度比４０．９％増となったため，全体として増加しています。 

「その他の施設等」が大幅な増加をしている主な理由としては，基準年度である平成２

１年度以降に開設したあしや温泉と保健福祉センターの使用量が多いことと市民による緑

地維持の協力の推進により公園緑地の維持管理に係る上水道の使用量が増加しているため

（基準年度比８２％増）と考察されます。 

なお，新規施設を除いた場合の上水道の使用量は基準年度比２．９％減，前年度比４．

０％増となっています。 

 

 表６ 施設別上水道使用量 

 上 水 道 使 用 量(m3) 比   較 

２１年度 ２４年度 ２５年度 基準年度比 前年度比 

 本庁舎等 6,886 6,722 6,676 -3.0% -0.7% 

 学校・園 108,039 102,449 99,321 -8.1% -3.1% 

 病院 28,223 19,554 19,373 -31.4% -0.9% 

 環境処理センター 19,944 16,490 15,169 -23.9% -8.0% 

 下水処理場 7,335 4,688 4,052 -44.8% -13.6% 

 その他の施設等 99,978 124,034 140,837 40.9% 13.5% 

合   計 270,405 274,325 285,428 5.6% 4.0% 

新規施設を除いた使

用量 
269,883 251,886 262,077 -2.9% 4.0% 

 

図３ 施設別上水道使用量グラフ 

本庁舎 学校・園 病院
環境処理セ

ンター
下水処理場

その他の施

設等

２１年度 6,886 108,039 28,223 19,944 7,335 99,978

２４年度 6,722 102,449 19,554 16,490 4,688 124,034

２５年度 6,676 99,321 19,373 15,169 4,052 140,837
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 （３） 用紙類（コピー用紙）の使用（購入）量 

＜数値目標 約１６，０００千枚を増加させないこと＞ 

コピー用紙購入量は，年間で約１８，２７２．１千枚（Ａ４換算）となっており，基準

値比１３．８％増，前年度比１２．２％減となっています。 

基準値（平成１７年度～平成２１年度の用紙使用量の平均値）と比較して増加している

主な理由として，平成１９年度に住民情報系システムが更新され，連続帳票・専用用紙か

らコピー用紙への切替え（下図：「保険課」参照）があったことや市民サービス（教育サ

ービス）の向上に伴う紙資料の増加が考えられます。また，学校園では園児・児童・生徒

の人数が，平成１７年度～平成２１年度の平均と比べ，平成２５年度は約９．０％増加し

ていることも，学校園でのコピー用紙使用の増加の原因と考えられます。 

前年度と比較した場合は，多くの項目で減少しており，これは平成２５年度から行革プ

ログラムとして始まった紙使用抑制プログラム※をはじめとして，紙使用抑制の取組みが

広く実施された結果と考えており，現在の取組みを確実に実施することで引き続き紙の使

用量抑制に取組みます。 

※平成２５年度からＥＭＳ適用職場に対しては，各所属のコピー用紙の使用量の年間推

移を伝え，使用状況の周知を行うとともに，当該年度のコピー用紙使用量の目標値とそれ

を達成するための手段の設定を行うことで，各所属の現状にあった自発的な紙使用量の抑

制を行うものです。 

 

 表７ 各年度の用紙購入量のまとめ 

 
17～21 

平均 
23年度 24年度 25年度 基準値比 前年度比 

コピー用紙(千枚) 16,061.8 19,174.6 20,800.1 18,272.1 13.8% -12.2% 

庁内印刷用紙(千枚) 2,258.9 3,924.0 3,576.0 2,508.0 11.0% -29.9% 

連続帳票(kg) 4,629.2 4,438.8 3,819.7 4,048.4 -12.5% 6.0% 

封   筒(kg) 4,028.1 5,349.6 7,823.1 5,457.6 35.5% -30.2% 

（参考）総重量(kg) 83,955.4 104,723.6 111,828.6 94,912.2 13.1% -15.1% 

コピー用紙学校園(千枚) 8,406.6 10,219.6 10,785.8 9,275.4 10.3% -14.0% 

コピー用紙学校園以外(千枚) 7,655.2 8,955.0 10,014.3 8,996.7 17.5% -10.2% 

 

図４ 平成１７年度～平成２５年度のコピー用紙の使用量の推移（単位：千枚） 
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（４） 取組み状況チェック項目のまとめ 

①日常的な取組み状況についての毎月のチェック項目１６項のまとめ 

多くの項目で「実施した（概ね７０％以上）」の割合が増加しており，取組みの定着が

見らます。特に，「用紙類等使用量の削減について」の項目では，前年度からすべての項

目で「実施した（概ね７０％以上）」が増加しており，平成２５年度から開始した紙使用

抑制プログラムによる取組みの浸透が見られます。 
（）内は前年度の数値です 

物品等の購入に当たって(グリーン購入の推進)
①環境負荷の少ない製品等の購入拡大

物品等の購入に関しては、環境にやさしい製品を選択するよう努め原則として
グリーン購入推奨製品や環境ラベルのついている製品を優先的に選択する 60% （57%） 34% （37%） 6% （5%）
施設等の維持管理及び製品等の使用に当たって
①施設等におけるエネルギー使用量の削減

昼休み及び残業時は必要最小限の照明にし、不必要な照明の消灯を徹底す
る｡ 77% （77%） 19% （22%） 4% （1%）

使用していない時のOA機器等の主電源OFFを徹底する。

52% （47%） 46% （46%） 2% （6%）

事務の効率化に努め、残業時間を削減、ノー残業ディの徹底を図る｡

53% （51%） 41% （45%） 6% （4%）

３階以内程度の近傍階へのエレベーター利用及び自動扉の利用の自粛に努

める。 77% （78%） 22% （21%） 1% （1%）

冷房時28℃、暖房時19℃を目安に過度にならないよう冷暖房時の温度管理を
徹底する｡ 61% （64%） 36% （34%） 3% （2%）
②公用車の燃料使用量の削減

毎月20日の｢ノーマイカーデー｣には、公用車の利用を自粛する｡

50% （44%） 31% （32%） 19% （24%）
公用車を使用する際は，アイドリング・ストップを実施するとともに，急発進，急
加速をしない，エアコンの温度を上げ下げしすぎないなど，省エネ運転に努め

る。 70% （63%） 29% （32%） 1% （5%）

公用車の利用の合理化（同方向への乗り合わせなど）を図る。
69% （71%） 29% （26%） 3% （3%）

③用紙類等使用量の削減

コピー機の使用では，使用後には必ずリセット・キーを押し，ミスコピーの防止
に努めるとともに，裏面活用や両面印刷，Ｎアップなどの利用を図る。

75% （70%） 24% （30%） 1% （0%）

印刷･複写の両面印刷を徹底する。

66% （62%） 33% （35%） 1% （3%）

会議等の使用については，要点をおさえて簡素化を図り，配布枚数の削減に
努める。 73% （68%） 26% （30%） 1% （2%）
ごみ等を廃棄するに当たっての環境への配慮
①可燃ごみ排出量の削減

用紙使用の際は必要量を見極め，印刷部数を最小限にするとともに，両面印

刷等の工夫をするなど，用紙類使用の減量に努める。 75% （71%） 25% （28%） 0% （1%）

マイバッグ等を利用し，レジ袋の削減に努める。特に昼休みなどでの買い物に
ついてはマイバッグ持参を励行する。 41% （34%） 42% （45%） 16% （21%）
②分別収集によるリサイクルの推進

古紙回収ボックスの活用を徹底し，紙類のリサイクルに努める。また機密文書

においても処理のルールを順守して適切な処理により，資源化を図る。 78% （77%） 20% （19%） 3% （4%）

空き缶，空き瓶，ペットボトルなども分別を徹底し，再資源化に努める。
89% （91%） 10% （9%） 1% （0%）

実施した（概ね
70％以上）

一部実施した
（概ね30～
70％）

実施しなかった
（概ね30％
未満）
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②年間を通した取組み状況についてのチェック項目１８項のまとめ 

年間のチェック項目においても，多くの項目で「実施した（概ね７０％以上）」の割合

が増加しています。「用紙類等使用量の削減について」や「可燃ごみ排出量の削減」の項

目では，平成２４年度に比べ「実施した（概ね７０％以上）」が１４％増加しています。

一方，「環境保全活動への参加の奨励」の項目については，「実施した（概ね７０％以

上）」が２５％に留まっており，職員の参加しやすい研修や環境啓発の体制作りが，今後

の課題として挙げられます。 
 

（）内は前年度の数値です 

物品等の購入に当たって（グリーン購入の推進）
①環境負荷の少ない製品等の購入拡大

物品等の購入に当たっては，可能な限り省エネタイプのものを選択す
る。 67% （64%） 30% （31%） 3% （5%）
物品の計画的な購入により，適切な在庫管理を行う。 79% （70%） 20% （30%） 1% （0%）
②再生紙の購入及び使用の促進

用紙類及び外注等による印刷物(封筒類も含む)は、原則として再生紙とし、そ

の使用促進に努める 81% （81%） 18% （17%） 1% （2%）
③使用(購入)する紙類全体における古紙配合率の向上

印刷用紙（庁内・外部印刷とも）は，原則として古紙配合率の高いものを選択

し，可能な場合は印刷物に，古紙配合率（Ｒマーク）を明記する。 62% （62%） 34% （30%） 4% （8%）
施設等の維持管理及び製品等の使用に当たって
①施設等におけるエネルギー使用量の削減

冷房時にはブラインド、カーテン等を利用し、冷房効率の向上を図る｡ 72% （70%） 23% （24%） 5% （5%）
ガス瞬間湯沸機は，使用の都度点火するとともに適正な温水温度に努める。 89% （82%） 11% （18%） 0% （0%）
洗面所等における節水を徹底する。また，トイレでの２度流しを控えるなど，必
要のない水の流し放しは行わない。 83% （73%） 15% （26%） 2% （1%）
②公用車の燃料使用量の削減

近隣市への出張等は，極力，公共交通機関を利用する。 82% （75%） 17% （22%） 1% （3%）
自転車･単車の利用促進を図る。 61% （64%） 32% （31%） 7% （5%）
③用紙等使用量の削減

コピー枚数削減のため、個人の資料保管をやめて庁内LANの活用を図るな

ど、可能な限り資料の共有化･簡素化に努める｡ 65% （51%） 30% （43%） 5% （6%）
パンフレット等の印刷物については、ホームページの活用を検討し、作成に当

たっては必要性･配布方法･紙面数等を十分に考慮の上必要最小限に止め、
印刷総量の削減に努める 64% （52%） 33% （46%） 3% （2%）
使用済み封筒については，庁内連絡封筒を利用するなどの再利用を行う。 94% （86%） 6% （12%） 0% （2%）
④環境に配慮した施設等の維持管理

資源回収ボックス等の設置位置の確保に努める 90% （83%） 8% （13%） 2% （4%）
ごみ等を廃棄するに当たっての環境への配慮
①可燃ごみ排出量の削減

ファイルやフォルダーなどの再利用を徹底する。 83% （69%） 17% （30%） 0% （1%）
庁内ＬＡＮなどを活用して，使用しなくなった用品等を全庁的に再利用するな
ど，庁内リユースを推進する。 48% （42%） 23% （32%） 28% （26%）
備品等の修繕に勤め、使用期間の長期化を図る。 87% （77%） 12% （22%） 1% （1%）
使い捨て用品(紙コップ･ペーパータオルなど)をできるだけ使用しない。 69% （73%） 26% （21%） 4% （6%）
職員の環境保全意識の向上
①環境保全活動への参加の奨励

職員の環境保全に関する意識を啓発するために、環境に関する研修や、環境

保全活動・各種イベント等への積極的な参加を促す。 25% （23%） 44% （53%） 31% （23%）

実施した（概ね
70％以上）

一部実施した
（概ね30～
70％）

実施しなかった
（概ね30％
未満）
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③施設管理に係る年間の取組み状況についてのチェック項目１２項についてのまとめ 

施設管理に係る取組み状況についても，多くの項目で「実施した（概ね７０％以上）」

が増加しています。しかし，１２項目中５項目においては，「実施した（概ね７０％）」

の割合が５０％を下回っており，特に「職員の意識の向上」や「環境に配慮した施設等の

維持管理」については，いわゆる“見える化”の項目であり，環境保全の第１歩として取

組みの確実な実施が行われるよう，所属長や職員への周知徹底を図る必要があります。 
 

（）内は前年度の数値です 

物品等の購入に当たって（グリーン購入の推進）
①使用(購入)する紙類全体における古紙配合率の向上

トイレットペーパー、ティッシュペーパーについては、古紙配合率100%の
ものを設置する。 86% （74%） 10% （22%） 5% （4%）
施設等の維持管理及び製品等の使用に当たって
①職員の意識の向上

施設等個別にエネルギー消費量が把握できる部署においては，月々の
エネルギー使用の実績を、全職員に周知させるように努める。 32% （27%） 44% （45%） 24% （27%）
年２回の実施結果報告書の提出時には、所属長を中心に活動結果の確
認および反省と、今後の対策について議論するように努める。 33% （34%） 60% （49%） 7% （17%）
②施設等におけるエネルギー使用量の削減

廊下等の間引き消灯を可能な限り徹底する。 70% （72%） 25% （21%） 5% （6%）
空調機器、照明機器、事務機器等の補修点検･清掃に努める｡ 76% （67%） 24% （33%） 0% （0%）
自動販売機について，省エネタイプへの変更，販売機本体の消灯を検
討し，また，設置台数の適正化に努める。 75% （43%） 25% （50%） 0% （7%）
蛍光灯、水銀灯については交換の際に省エネ型照明を極力採用する。 45% （36%） 29% （30%） 26% （34%）
空調機の運転開始時間は、適正室温になるまでの時間を把握して運転
時間の短縮に努める。 60% （54%） 36% （39%） 4% （7%）
空調熱源機器については、冷温水は配管内の冷熱、温熱を使い切るこ
とを目的に、運転計画を作成し，早めに停止することに努める。 48% （41%） 33% （34%） 19% （24%）
冷暖房の開始時期の徹底を順守する。 73% （63%） 24% （29%） 2% （8%）
燃料使用機器の適正な運転管理の徹底を図る。 87% （75%） 10% （19%） 3% （6%）
③環境に配慮した施設等の維持管理

電気・ガス・水道等の使用量を記録し確認する。また，前年比や前月比
を確認して，増減の理由を分析し早急な対策を行う。 48% （45%） 50% （41%） 2% （14%）

実施した（概ね
70％以上）

一部実施した
（概ね30～
70％）

実施しなかった
（概ね30％
未満）

 
 

（５） 電気自動車・ハイブリッド車の導入 

          ＜数値目標：平成２７年度までに１０台以上の導入を目指す＞ 

 

平成２５年度末現在の低公害車の保有台数は，ハイブリッド車が５台となっています。 

なお，行革による低公害車導入プロジェクトにより平成２６年度に２台，平成２７年度

に４台の低公害車の導入を予定しており，数値目標を達成できる見込みとなっています。 

 

表８ 低公害車の導入状況 

 ２５年度末現在の台数 

電気自動車 - 

ハイブリッド自動車 ５ 

合計 ５ 

       （データ提供：用地管財課） 
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（６） 総括（主な取組み状況及び考察） 

温室効果ガス排出量は，全体としては基準年度比６．４％増となり，基準年度比５％減

の目標を達成することができませんでした。未達成の主な理由として，温室効果ガス排出

量の大部分を占める電力使用量，都市ガス使用量の増加が挙げられます。 

電力使用量については，本庁舎等はＬＥＤ化やお盆閉庁により基準年度と比較して，電

力使用量が減少していますが，基準年度以降の新規施設の開設や定額電灯の増加（南芦屋

浜地区等）などにより，全体の電力使用量は基準年度比４．２％増となりました。 

また，都市ガス使用量については，使用量の多い「学校・園」，「病院」，「その他の

施設等」の増加により，基準年度比１８．０％増となりました。都市ガスについては，小

学校等でガス空調施設が新設されており，都市ガスの使用量は増加傾向にあります。 

なお，基準年度以降に新設された施設（保健福祉センター，潮芦屋交流センター，あし

や温泉，公光分庁舎，三条集会所）及び定額電灯の項目を除いた温室効果ガス排出量，電

力使用量，都市ガス使用量は，それぞれ基準年度比１．８％増，０．４％減，１１．０％

増となっており，基準年度以降に新設された施設及び定額電灯の項目を除いた場合の温室

効果ガス排出量の増加は，都市ガス使用量の増加が主な原因と考えられます。また，この

都市ガス使用量の増加の主な原因は，基準年度以降の小中学校の普通教室へのガス空調導

入等及び芦屋病院のガス空調の２４時間化によるものであり，これらによる都市ガス使用

量の増加を無視した場合（該当施設の都市ガス使用量を基準年度の値で固定して計算），

都市ガス使用量は基準年度比２．６％増となり，温室効果ガス排出量は基準年度比０．

１％増となります。 

引き続き，全庁的な節電・省エネ意識の周知徹底を行っていくとともに，施設管理者と

連携し，施設の更新計画に合わせた省エネ診断を行い，省エネ機器の導入を促進すること

でさらなる節電・省エネを行い，温室効果ガス排出量の削減を目指します。 

コピー用紙購入量については，基準値比１３．８％増となっており目標を達成できませ

んでした。しかし，前年度比１２．２％となり減少に転じており，平成２５年度から実施

している紙使用抑制プログラムの確実な実施により，目標達成を目指します。 

 

 


